
介護ロボット・ICT導入支援事業補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 県は，介護ロボット・ICT導入による介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化など介護

従事者が継続して就労するための環境整備を図るため，当該事業を行う者に対し，予算の範囲内にお

いて介護ロボット・ICT 導入支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし，その

交付等に関しては，地域医療介護総合確保基金管理運営要領（平成２６年９月１２日医政発０９１２

第５号，老発０９１２第１号，保発０９１２第２号厚生労働省医政局長，老健局長，保険局長連名通

知）及び補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）に定めるもの

のほか，この要綱の定めるところによる。 

  

（補助対象等） 

第２条 この補助金の補助対象者は，宮城県内において介護サービス事業所を運営する者とする。 

２ 補助対象事業，補助対象経費，補助額及び補助上限額は，（イ）介護職員の負担軽減に資する介護

ロボットを介護サービス事業所に導入する事業，（ロ）介護職の魅力向上に資する次世代型の介護ロ

ボット等を介護サービス事業所に導入する事業及び（ハ）見守り機器を効果的に活用するために必要

な通信環境を介護サービス事業所に整備する事業については別表１のとおり，（ニ）介護記録，情報

共有，請求業務まで一気通貫とするために必要なタブレット端末，介護記録ソフト等の一式を介護サ

ービス事業所に導入する事業については別表２のとおりとする。 

 

（交付額の算定方法） 

第３条 この補助金の交付額は，前条に定める補助対象経費１台（前条第２項（ニ）に定める事業につ

いては，１事業所）あたりの補助額に所要台数（前条第２項（ニ）に定める事業については，所要事

業所数）を乗じて得た額と補助上限額のうち，額の低い方とする。ただし，当該金額に千円未満の端

数が生じた場合には，これを切り捨てることとする。 

 

（交付の申請） 

第４条 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は，様式第１号によるものとし，その

提出期限は知事が別に定める。 

２ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は，次のとおりと

する。 

 （１） 事業計画書（様式第１号別紙（１）） 

 （２） 所要額調書（様式第１号別紙（２）） 

 （３） 見積書の写し 

 （４） 導入する介護ロボット・ICTのカタログ等 

 （５） 利用定員数が分かる書類 

 （６） 補助事業に係る歳入歳出予算書（見込書）の抄本 

（７） 納税証明書（県税） 

 （８） 暴力団排除に関する誓約書 

（９） その他知事が必要と認める書類 

３ 前項第１号における事業計画については，導入後３年間の達成すべき目標，導入すべき機器，期待

される効果等を記載することとし，実際の活用モデルを示すことで他の介護施設等の参考となるべき

内容とする。 

４ 次のいずれかに該当する者は，交付申請をすることができないものとする。 

 （１） 暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）に規定する暴力団又は暴力団員等 

（２） 県税に未納がある者 

５ 知事は前項第１号に規定する暴力団又は暴力団員等に関する事項について，県警本部長宛て照会す

ることができる。 

 

 （交付の決定等） 

第５条 一の申請者から，運営する複数の事業所について交付の申請があった場合には，１法人当たり

３事業所を限度とする。 



２ 前条による交付の申請により交付申請額の総額が予算額を上回った場合においては，総額が予算額

の範囲内となるまで抽選により事業を選定する。 

３ 第２条第２項（ハ）に定める事業については，１事業所につき１回の補助を限度とする。 

４ 第２条第２項（ニ）に定める事業については，１事業所につき１回の補助を原則とするが，補助額

の合計が基準額の範囲内であれば，２回目の補助も可能とする。２回目の補助を行う場合には，基準

額から１回目の補助額を除いた額を上限とする。なお，１回目に補助した機器のリース代や保守・サ

ポートに係る経費等，恒常的な費用について２回目以降の補助を行うことは認められない。 

 

 （交付の条件） 

第６条 規則第５条の規定により付する条件は，次のとおりとする。 

 （１） 補助事業を実施するために必要な調達を行う場合には，県の助成を受けて行う事業であるこ

とに留意し，原則として一般競争入札によるものとする。 

（２） 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をする場合には，様式第２号により

知事の承認を受けなければならない。ただし，当該変更が補助金の額に変更を来すことなく，

かつ事業内容を著しく変更しない程度の軽微な変更であるときは，変更の理由が生じた後速や

かに，様式第２号に準じた様式により知事に報告しなければならない。 

（３） 事業を中止し，又は廃止する場合には，中止又は廃止の理由が生じた後速やかに，様式第３号

により知事の承認を受けなければならない。 

（４） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合において

は，その事実が判明した後速やかに知事に報告し，その指示を受けなければならない。 

（５） 事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに，事業に係る歳入

及び歳出について証拠書類を整理し，かつ調書及び証拠書類を事業が完了する日（事業の中止

又は廃止の承認を受けた場合には，その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管し

なければならない。 

（６） 補助事業により取得し，又は効用の増加した価格が３０万円以上の機械及び器具については，

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定める耐用年数を

経過するまで，知事の承認を受けないで，当該事業の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，

貸し付け，担保に供し，取り壊し，又は廃棄してはならない。 

（７） 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には，その収入の全部又は

一部を県に納付させることがある。 

（８） 補助事業を行うために締結する契約の相手方及び関係者から，寄付金等の資金提供を受けて

はならない。 

（９） 補助事業を行うために締結する契約については，県が行う契約手続の取扱いに準拠しなけれ

ばならない。 

（10） 事業完了後に，消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕

入控除税額が確定した場合においては，様式第４号により速やかに知事に報告すること。 

    なお，補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社，一支所等）であっ

て，自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず，本部（又は本社，本所等）で消費税及び地方

消費税の申告を行っている場合は，本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 

また，知事に報告があった場合においては，当該仕入控除税額の全部又は一部を県に納付さ

せることがある。 

（11） 補助事業により取得し，又は効用の増加した財産については，補助事業の完了後においても

善良な管理者の注意をもって管理するとともに，その効果的な運用を図らなければならない。 

（12） 事業を行う者が（１）から（11）までにより付した条件に違反した場合には，この補助金の

全部又は一部を県に納付させることがある。 

 

（交付決定後の報告等） 

第７条 知事は，第５条に規定する交付の決定があった者に対して，必要に応じて事業実施状況の報告 

等を求めることができるものとする。 

 

（実績報告） 

第８条 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は，様式第５号によるものとし，

その提出期限は，補助事業等の完了若しくは廃止の承認の日から一月を経過した日又は交付の決定の



あつた日の属する県の会計年度の翌年度の４月２０日のいずれか早い日までに提出するものとする。 

２ 規則第１２条第１項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は，次のとお

りとする。 

（１） 事業実績報告書（様式第５号別紙（１）） 

（２） 所要額精算調書（様式第５号別紙（２）） 

（３） 見積書，納品書，請求書及び支払いが分かるものの写し 

    ※ 工事費の場合は上記に加えて，契約書の写し 

（４） 補助事業に係る歳入歳出決算書（見込書）の抄本 

（５） 事業実施状況の記録（写真等） 

（６） その他知事が必要と認める書類 

 

（宮城県への使用状況報告） 

第９条 補助金交付申請者は，補助事業により導入した介護ロボット・ICT の使用状況については様式

第６号により報告するものとする。その提出期限は交付の決定のあった日の属する県の会計年度の３

月末日まで（ただし，前条第１項に定める実績報告書の提出期限が３月末日以降となる場合にあって

は，当該実績報告の提出期限までとする。）に提出するものとする。また，導入後３年間も同様に，各

年度の３月末日までに提出するものとする。 

２ 使用状況報告書に添付しなければならない書類は，次のとおりとする。 

 （１） 使用状況報告書（様式第６号別紙（１）） 

 （２） 職員アンケート（様式第６号別紙（２）） 

※（２）については，交付の決定のあった日の属する県の会計年度のみ提出。 

 （３） その他知事が必要と認める書類 

 

（厚生労働省への使用状況報告） 

第１０条 第２条第２項（ニ）に定める事業への補助金交付申請者は，補助事業により導入した ICT の

使用状況について，前条で求める使用状況報告に加え，様式第７号により報告するものとし，その提

出期限は交付の決定のあった日の属する県の会計年度の３月末日まで（ただし，第７条第１項に定め

る実績報告書の提出期限が３月末日以降となる場合にあっては，当該実績報告の提出期限までとする。）

に提出するものとする。 

２ 使用状況報告書に添付しなければならない書類は，次のとおりとする。 

 （１） 使用状況報告書（様式第７号別紙） 

 （２） その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の交付方法） 

第１１条 補助金は，規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。 

 

（補助金の取消等） 

第１２条 規則第１６条第１項の規定により，補助金の交付の決定を受けた者が，補助金等の他の用途

への使用をし，その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他

この要綱又はこれに基づく知事の処分に違反したときは，交付決定の全部又は一部を取り消すことが

ある。 

２ 前項の規定は，補助事業について交付すべき補助金の額の確定後においても適用することがある。 

 

（補助金の返還） 

第１３条 補助金の交付を取り消した場合において，補助事業の当該取り消しに係る部分に関し，既に

補助金が交付されているときは，規則第１７条第１項の規定により，期限を定めて，その返還を命ず

るものとする。 

２ 補助金の額を確定した場合において，既にその額を超える補助金が交付されているときは，期限を

定めて，その返還を命ずるものとする。 

 

（提出部数） 

第１４条 この要綱により知事に提出する書類の提出部数は，それぞれ１部とする。 

 

 



   附 則 

１ この要綱は，令和２年 月  日から施行し，令和２年度中に実施する事業に係る補助金に適用す

る。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，各年度中に

実施する事業に係る当該補助金にも適用するものとする。 


